
～｢中小企業承継事業再生計画｣(第二会社方式による再生計画)の認定について～

昨秋以降の世界経済の急速な減速に伴う輸出減少など我が国の景気後退の影響により、
地域の中小企業は資金繰り等厳しい経営状況に置かれています。

こうした中、地域の中小企業の再生支援を担う中小企業再生支援協議会等において近年、
「第二会社方式」という再生手法を用いて、再生を図るケースが増えています。

抜本的な支援が必要な中小企業に対して有効な再生手法の一つである、この第二会社方
式を一層推進するため、今般産業活力再生特別措置法が改正され、「中小企業承継事業再
生計画」（第二会社方式による再生計画）の認定制度が創設されました。

本セミナーでは、本制度による支援内容や認定にあたっての申請手続き等について説明
いたします。金融機関、士業、中小企業支援機関の皆様の他、ご関心のある方は奮ってお
申し込み下さい。

★日 時：平成２１年６月１５日（月）13:00～14:30

★会 場：さいたま新都心合同庁舎１号館５階 共用会議室５－１

（埼玉県さいたま市中央区新都心1 1 裏面地図参照）（埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 裏面地図参照）

★主 催：経済産業省 関東経済産業局

★講 師：中小企業庁 経営支援部 経営支援課(中小企業再生支援担当)

★定 員：200名程度

※定員になり次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので予めご了承下さい。

★参加料：無料

★お申し込み方法：下記のいずれかの方法にてお申し込みください。

○ＦＡＸによる場合:裏面の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ

にて下記お問い合わせ先までお送り下さい。
（申し込み受付の返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。）

○W E Bによる場合：下記アドレスの申し込みフォームからお申込み下さい。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/

saiseishien/ 20090515sankatuhou_seminer.html

★お問い合わせ先：

関東経済産業局 産業部 中小企業金融課(担当:杉田･山崎･篠崎)

TEL:048-600-0425 FAX:048-601-1294



関東経済産業局 産業部 中小企業金融課 行

ＦＡＸ：０４８－６０１－１２９４

改正産業活力再生特別措置法セミナー 参加申込書

事業所名

所 在 地

部署・役職名

参加者名

連絡先 TEL: /FAX:

連絡メモ

※記載された個人情報は、本セミナーの実施に関してのみ使用し、それ以外では使用いたしません。

さいたま新都心
合同庁舎１号館

【会場へのアクセス】
会場：さいたま新都心合同庁舎１号館 ５階 共用会議室５－１

JR京浜東北線、宇都宮・高崎線「さいたま新都心」駅 下車 徒歩約５分
JR埼京線「北与野」駅 下車 徒歩約１０分


